
船舶事故等調査報告書 

平成２７年７月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４門第１０５号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２６年９月２４日 ０６時０５分ごろ 

発生場所 宮崎県日向
ひゅうが

市細島
ほそしま

港東方沖 

細島灯台から真方位０８３°５.３海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３２°２５.９９′ 東経１３１°４７.３３′） 

事故等調査の経過  平成２６年１０月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（門

司事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ  コンテナ船  SUNNY
サ ニ ー

 MAPLE
メ イ プ ル

（大韓民国籍）、３,９８７トン 

   ９１３３４８４（ＩＭＯ番号）、KOREA MARINE TRANSPORT CO LTD 

Ｂ  漁船  吉
きち

丸、３.３トン 

      ＭＺ３－１０３８１（漁船登録番号）、個人所有 

      第２９４－２１９７２号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ  船長Ａ、免状不詳 

    航海士Ａ（三等航海士）、免状不詳 

Ｂ  船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ  左舷船尾外板に擦過傷 

Ｂ  スパンカー支柱及びオーニングに曲損、オーニングの天幕に破損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか１４人が乗り組み、平成２６年９

月２４日０２時４０分～４５分ごろ、細島港南東方沖８.５Ｍ付近に

おいて漂泊を開始した。 

  Ａ船は、航海士Ａが甲板員１人と共に船橋当直につき、船首を北東

方に向けた状態で北方へ流され、０７時０５分ごろ、細島港の東方沖

５.７Ｍ付近に至った所で航行を再開して西進し、細島港に入港し

た。 

  船長Ａは、細島港で着岸係留中、海上保安官の訪船を受けてＢ船と

衝突した可能性を指摘され、左舷船尾部外板に擦過傷を生じているこ

とを確認した。 

  Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、細島港東方沖５.３Ｍ付近の漁

場において、２４日０３時３０分ごろ、はえ縄の投縄を開始した。 

  船長Ｂは、北北東から南南西にかけてはえ縄４本を投入していた

際、Ｂ船の南方１Ｍ付近にＡ船の灯火を認め、灯火の表示状況から、

漂泊しているものと思った。 

  船長Ｂは、０６時ごろから揚縄を開始したが、目印の旗竿
ざお

が見付か



らず、次いで、２本目のはえ縄の北北東端付近に移動したものの、同

様に目印の旗竿を見付けることができなかった。 

  船長Ｂは、Ａ船が付近で漂泊を続けていたので、Ａ船がはえ縄を切

断したのではないかと思い、Ａ船に接近したところ、Ａ船の左舷後部

に目印の旗竿２本が一塊となって引きずられていることを認めた。 

 船長Ｂは、Ａ船の至近まで接近し、旗竿にロープを掛けて回収中、

０６時０５分ごろＡ船の左舷船尾外板とＢ船の船尾とが衝突した。 

  船長Ｂは、残りのはえ縄を揚げて細島港内の根拠地に戻った後、漁

業協同組合の担当者を経由して海上保安庁に通報した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力  ２、視界  良好 

海象：海上  平穏、潮汐  低潮時 

日出時刻：０６時０２分ごろ 

 その他の事項  Ａ船の船舶自動識別装置（ＡＩＳ）の情報記録によれば、本事故発

生時及びその前後の時間帯において、Ａ船の船首方位、対地針路及び

対地速力にほぼ変化がなかった。 

  Ｂ船のはえ縄の両端には、目印の旗竿が取り付けられていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ  不明、Ｂ  あり 

Ａ  不明、Ｂ  なし 

Ａ  不明、Ｂ  なし 

Ａ船は、細島港東方沖において、船首を北東方に向けて漂泊中、Ｂ

船と衝突したものと考えられる。 

Ａ船は、本事故発生時及びその前後の時間帯のＡＩＳ情報におい

て、船首方位、対地針路及び対地速力にほぼ変化がないことから、航

海士Ａが本事故の発生に気付いていなかった可能性があると考えられ

るが、Ａ船の船舶所有者及び乗組員から情報が十分に得られなかった

ため、その状況を明らかにすることはできなかった。 

Ｂ船は、細島港東方沖において揚縄中、船長Ｂが、Ａ船に引きずら

れた漁具を回収しようとし、Ａ船の至近に接近したことから、Ａ船と

衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、細島港東方沖において、Ａ船が漂泊中、Ｂ船が揚縄中、

船長Ｂが、Ａ船に引きずられた漁具を回収しようとし、Ａ船の至近に

接近したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられ

る。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・漂泊中の他船に接近し過ぎないこと。また、接近する際には、当

該他船と連絡を取ること。 

 


